
居宅介護支援重要事項説明書

1。 当社が提供するサービスについての相談窓□

電 話      (092)861-01¶ 4(午前8時30分～午後5時30分まで)
担当者     管理者兼主任介護支援専門員 浅田英範

※ご不明な点は、おたす`ねください。

2.ツーハーツケアプランサービスの概要
① 居宅介護支援事業者を提供する事業者について

② 不」用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について

*上記地域以外のんでもご希望の方はご相談ください。

③ 事業の目的及び運菌の方針

法人名称 医療法人 康整会
法人所在地 福岡市早良区次郎丸5丁目7番9号

代表者氏筈 理事長 黒田 大輔

事業所名 ツーハーツケアプランサービス

所在地 福岡市早良区次郎丸5丁目18番30号

介護保険指定番号 居宅介護支援  4071400974
サービスを提供する三な

地域
福岡市 (早良区 西区 城南区 中央区 南区)

交通費

サービスを提供する主な地域に居住のんは無料です。

それ以外の地域のテjは、介護支援専門員がお訪ねする為

の交通費の実費が懲要です。また、自動車を使用した

場合の交通費は次の額を徴収します。

(1)事業者から、片道30キロメートル未満  O円
(2)事業者から、片道30キロメートル以上 200円
交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ

利用者にその額等に関して説明を行い、本人の同意を得るものとします。

事業の目的
指定居宅介護支援事業の適正な運営を確保する為、人及び管理運営に関する事項を定め事
業所の介護支援専F日員がご利用者に対し有する能力に応じ自立した日常生渚を堂む事が出

来るように支援をすることを目的としています。

運営の海針

利用者が可能な限りその居宅にあいて、有する含ヒカにおじ自立した生活を営むことができ
るように配慮します。

利用者の心身の状況、置かれている環境等になじて利用者自らの選択に基づき適切な保健
医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう

配慮します。なお、利用者が複数の事業所の紹介の求めに応じ当該事業所をケアプランに

位置付けた理由を求めることが可能である旨の説明を行います。

利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定
の種類、事業者に不当に偏することのないよう、公正、中立に行います。

事業にあたつては利用者の所在する市区町村、地域包括支援センター他の居宅介護支援事
業者、介護保[寅施設との連携に努めます。さらに、提供開始にあたり入院時に事業者名、
担当介護支援専門員氏名、連4各先等を入院先医療機関に提供するよう依頼をいたします。



営業日 及
び祝日

平日 (月～金躍日)

営業時間

午前8時30分から午後5時30分

土曜日 午前3時30分から午後12時30分

日、崇日 休日

8/13～3/15 お盆休み

12/30～ 1/3 年末年始体み

④ 事業所窓□の営業日及び営業時間

⑤ 事業所の珊員体制

⑥ 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について

【居宅介護支援費】

要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保[貞制度から全額給付されるので自己負担はありません。

*保険料の滞納により、法定代理受領ができなくなつた場合、 1,月 につき要介護度に応じて下記の金額をいただ
き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日区役所の窓□に提出します
と、全額払戻を受けられます。

居宅介護支援費 (1)

居宅介護支援費 (Ⅱ )

※当事業所が運菌基準減算に該当する場合は上記金額の50/1∞又は0/100、 同一建物の利用者は95/1∞、高
齢者虐待防止措置未実施の場合99/1∞、業務継続計画未策定の場合99/1∞となります。また、特定事業所集中
減算に該当する場合は、上記金客買より2140円減額することとなります。

資格 闘務内容 人員数

管 理者主任介護支援専門員
兼務

社会福祉士 管理、地域連携、居宅介護支援業務、l'白 1名

介護支援専門員 介護福祉士 居宅介護支援業務、地域連携等、他 1筈

居宅介護支援の内容 提供海法 介護保険提供有無 利用料 (月額)

①居宅サービス計画の作成

別紙記載
居宅介護支援の一連業務
として介護保険の対象と
たょるもの

下表のとあり

②居宅サービス事業者との連絡調整

③サービス実施状況把握、評価

④不」用者状況の把握

⑤給付管理

⑥要介護認定申請に支」する協力、援助

⑦相談業務

要介護度区分

取 ″〕張しヽ件数
要介護 1 ・ 2 要介護 3 ～ 5

介護支援専門員1人に当たりの利用者
の数ぬ145人未満の場合

居宅介護支援費 IH
11620円

居宅介護支援賣 I12

15097円

′′  45人 以上∞ 人未満の場合に
おいて、46以上の部分

居宅介護支援費 I帝 1

5820円

居宅介護支援費 I市 2
7532円

′
'  60人

以上の場合に浴いて、
∞ 以上の部分

居宅介護支援費 I前 1

3488円

居宅介護支援費 I前 1

4515円

要介護度区分

I又 7)扱し、件巻隻
要介護 1 2 要介護 3 ～ 5

介護支援専門員1人に当たりの利用者
の数ん(50人未溺の場合

居宅介護支援費 Hil

11620円

居宅介護支援費Ⅱi2

15097円

′′  50人 以上60人未満の場合に
おいて、50以上の部分

居宅介護支援費Ⅱ市1

5638円

居宅介護支援費Ⅱ‖2
7308円

′,  60人以上の場合において、
60以上の部分

居宅介護支援費Ⅱ前1

3381円

居宅介護支援費Шm2
4387円



加算 加算額

初回力0算 3210円

入院時情報連携加算 I 2675円

入院時情報連携加算Ⅱ 2140円

退院 。退所加算 (I)イ 連携 1□カンフア無 4815円

退院・退所力8算 (I)ロ 連携lDカンフア有 6420円

退院・退所加算 (1)イ 連携2回カンフア無 6420円

退院 。退所加算 (H)□ 連携2□カンフア有 8025円

退院・退所加算 (■ )
連携3団
カンフア有 9630円

加算 加算額

特定事業所力0算 (I) 5553円

特定事業所加算 (Ⅱ ) 4504円

特定事業所加算 (Ⅲ ) 3456円

特定事業所加算 (A) 1219円

特定事業所医療介護連携力8算 1337円

緊急時等居宅カンフアレンス加算 2140円

通院時情報連携加算 535円

ターミナ)レケアマネジメントカ8算 4280円

【その他費用について】

①交通費

前期2の①のサービスを提供する地域にあ住まいの方は無料です。

それ以外の地域のアjは、介護支援専門員がおたすねするための交通費の実費が閉要です。また、自動
車を使用した場合の交通費は、次の額を徴斗又します。

(1)   事業者から、片道30牛ロメートル未満           O円
(2)   事業者ア〕`ら、片道31キロメートル以上           200円
前I買の交通費の支子ムを受けるに当たっては、あらかじめご本人又はご家族に対してその額等に関して
説明を行い、ご本人の同意を得るものとします。

②解約料 お客様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません

⑦ 不」用者の居宅への訪間頻度の目安
介護支援専門員が不」用者状況把握のため、利用者居宅に訪間する頻度の目安

不」用者の要介護認定期間中、少なくとも1月に1回または下記のいずれにも該当する場合であつて、少なくとも2月
に1回、利用者の居宅を訪間し、利用者に面接するときは、利用者の居宅を訪間しない月においては、テレビ電話
装置等を活用して、利用者に面接することができます。
任)テレビ電話装置等を活用して面接を行うことについて、文書により利用者の同意を得ていること。
(2)サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主事の医師、担当者その他の関係者の合意を得ている
こと。
・利用者の心身の状況が安定していること。
・利用者がテレビ電話装置等を活用して意思疎通を行うことができること。
・介護支援専門員が、テレビ電話装置等を渚用したモニタリングでは把握できない情報について、担当者から提供
を受けること。

ここに記載する訪Po3頻度の目安回数以外にも、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる
場合で利用者の承諸を得た場合には、介護支援専門員は不」用者の居宅を訪間することがあります。

3 居宅介護支援の提供にあたつて
①居宅介護支援提供に先芝って、介護保険被保険者証に記載された内容 (被保I貞者資格、要介護認定の有無及び要
介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所等に変更があつた場合は速やズ)｀に当事業者にお
矢Bらせください。

②利用者が要介護認定を受けていたdい場合は、利用者の意悪を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう財要な援
ロノもを行います。また、要介護認定の更新申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30
日前にはなされるよう、町要な援助を行うものとします。



4 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護 。虐待「ノ葛止等のために、次に揚げるとおり財要な措置を諮じます。

(1)虐待ロノ盲止に関する責任者を選定しています。
管理者   浅田英範

(2)成年後見制度の利用を支援します。
(3)従業者に対する虐待 8ノ芭止を啓発 。普及するための研修を実施しています。
(4)状況により行政窓ロヘ連絡いたします。
(5)虐待 [ノ葛止のための対策を検討する委員会 (テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)
を定期的に開催しその内容を事業所内で周矢[徹底を醒ることとする。

(6)当該事業所における虐待 ,ノ葛止のための指針を整備する。

5 秘密の保持と個人情報保護について
∩禾li用者及

`デ

その蒙古策にB目する耕節の1異持について
事業所での取り決めとして別紙記載

②個人情報の保護について

6 事故発生時の対応アj法について
利用者に期する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うととも
に嚇要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠l賞すべき事故が発生した場合は、損害賠l賞を速やかに行い
ます。

7 身分証携帯義務
介護支援専門員は、常に島分証を携帯し初固訪間時及び不」用者または不」用者の家族から提示を求められた時はいつ
でも身分証を提示します。

8 暴力団排除について

福岡市暴力団員排除条例に基づき、暴力団を利する事とならないよう、暴力団を排除する措置を講じています。

①指定居宅介護支援事業所の管理者は、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものではあり
ません。

②指定居宅介護支援事業所は、その運営について、暴力団、暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有す
る者の支配を受けません。

9 研修機会の確保について
①介護支援専門員の具体的な研修計画を作成するとともに介護支援専門員に対し研修機関又は当該指定居宅介護支
援事業者が実施する研修そのl也資質の向上の為の研修のキ幾会を確保します。

②不」用者の人権権利擁護、高齢者虐待 (高齢者虐待の防止、高齢者養護者に対する支援等に関する法律 (平成17年
法律第124号)第2条第5項に規定する要介護施設従事者等による高齢者虐待をいう)の防止の為、介護支援専門
員に期し研修の実施、その他財要な措置を請じます。

10サービス提供に関する相談、苦情について
(1)苦情処理の体制及び手順
ア  祭警し長写「

居宅介護支援に係わる利用者及びその家族から相談及び苦情を受け付けるための窓□を

イ  相談及び苦情に円滑に適切に対応するための体制及び手順は以下の通りです。
①苦情があった場合は直ちに管理者が本人または家族に連絡を取り詳しい事情を聞くとともに担当者
からも事情を確認します。

②従業者が懲要があると判断した場合には管理者まで含めて検討会議を行しヽます。 (開催しない場合
も管理者まで結果を報告)

③検討の結果断す翌日までに具体的な対応を行います。

④記録を合帳に保管し、再発,ノ芭止◆後の改善に努めます。

⑤ケアプランを作成した介護支援専門員を通しての苦情については処理内容を苦情のあつた事業所の
管理者等へ伝えます。

⑥そのl也、利用者の立場に立ったサービス提供を心推卜けます。



事業者の窓ロ

所在地

電話番号

FAX番号

受付時間

受付担当者

福岡市早良区次郎丸5丁目18番30号

(092)861-0114
(092)861-0115
午前8時30分～午後5時30分

管理者   浅田英範
福岡県国民健康保険団体連合会 (サービス相談係)

電話番号    (092)642-7859
各区保【幸相対rセンター (福祉・介謹保険課)

早良区 保健福祉センター 福祉・介護保険課
電話番暑      (092)833-4355

西区  保健福祉センター 福祉・介護保険課
題話番民      (092う 895-7067

中央区 保健福祉センター 福祉・介護保[貞課
盟話番暑      (092)718-1102

効南区 保健福祉センター 福祉・介護保険課
霞話番暑      (092う 883-4105

公共団体の窓□

南区  保健福祉センター 福祉 。介護保l貞課
電話番号    (092)559-5121

11 サービス 。契約の終了及び解除について
次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。

(1)利用者が介護保険施設その他居宅介護支援の対象とならない施設に入所又は入院した場合

(2)不」用者について要介護認定が受けられなかつた場合

(3)利用者が死亡した場合

(4)その他
①ご利用者または、ご家族の非協力など双方の信頼関係を損壊する行為に改善の見込みがない場合や、社会通念
を超えたと思われる苦1盾やハラスメント行為などにより、当該事業所及び介護支援専門員の通常の業務遂行に支障
がでていると判断した場合には各管轄の福祉介護保険課、地域包括支援センターヘ相談を行い、契約を解除させて

頂くことがあります。

②以下のような行為があり、ハラスメントと該当するとみなされる場合契約を解除致します。

・暴力又は乱暴な言動、無理′d要求 (物を投げつける、刃物を向ける、手を払いのける,等)

・セクシャルハラスメント (体を触る、手を握る、性的な卑猥な言動 等)
。その他 (個人の携帯番号を聞く、ストーカー行為 等)

12 BCP(業務継続計画)策定について

自然災害、感染症文」策には、BCP計画、ガイドラインに基づき、ご家族、地域、行政と協力し、ご利用者の安
全の確保に努めていきます

※非常災害時 :実効性の高い対策をとることができるよう。周辺地域において想定される、火災、震災、風水害そ
の他の非常災害に関する計画を策定し、地域との連携に努めていきます。

※健康危機発生時 :感染症対策委員会内で感染症に対するラ,ブ芭対策を討議、検討し感染源の隔絶、除去及び感染経
路の遮断に取り組み、安全な生活環境の構築に努めます。感染の状況を踏まえ、ICT機器の活用により、実行可能
な支援継続を検討し、電話でのモニタリング対応やサービス担当者会議においても当該対魅を実施していきます

13島 体拘束の適正化について
利用者の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない状況を除いて身体拘束を行つてはならないこととし

その支援方法等を助言として行わないことといたします。島体拘束を行う場合は、その状態及び時間

利用者の心身の状況 。やむを得ない理由を記録することといたします。

14感染症対策の強化事業所は、感染症の発生やまん延等に関する取り組みとして、委員会の出席、指針の整備、

研修会の参力B、 訓練の実施を行います。

15個人情報を適切に管理したうえで利用者の処遇に支障が生じないと認められる範囲内でテレワークを
実施することを可能といたします。


